
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
、「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
定
年
退
職
の
日
か
ら
五
年
を
さ
か
の
ぼ
つ
た
日
後
の
日
」
を
「
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

当
分
の
間
、
職
員
が
六
十
歳
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
徳
島
県
条
例
第

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の

定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
企
業
局
長
が
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
六
十
三
歳
）

に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
以
後
、
当
該
職
員
の
給
料
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
三
項
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類

及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
企
業
局
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
、
第
六
条
の
三
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
及
び
第
十
六
条
（
第
二
項
及
び
第
三
項
を
除
く
。）
の
規
定

に
よ
る
手
当
に
相
当
す
る
給
与
は
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
は
、
支
給
し
な
い
。

三
校

　

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
月
十
八
日
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